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非開示理由等 所管局部課等

1 R4.2.1 R4.2.15

選挙運動費用収支報告書
（令和元年7月21日執行参議
院議員選挙）に添付の領収
書を徴し難い事情あった支
出の明細書

1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
振込明細書の銀行名、銀行番号、支店番号・口座（当
座）番号、電話番号は、個人に関する情報で特定の個人
を識別できるもの又は特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるものに該当するため、非開示とする。
・東京都情報公開条例第７条第４号
領収書等の印影については、偽造等による犯罪の予防の
ため、非開示とする。

選挙管理委員会事務局
選挙課

2 R4.2.14 R4.2.28

令和３年１０月３１日執行
衆議院議員選挙（東京１
区）候補者○○について提
出された
（１）選挙運動用ポスター
作成契約書
（２）ポスター作成契約届
出書
（３）ポスター作成枚数確
認申請書
（４）ポスター作成証明書
（５）ポスター作成にかか
る支払金口座振替依頼書
（６）ポスターの作成にか
かる請求書

1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
個人の電話番号等については特定の個人を識別すること
ができること、また、特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより個人の権利を侵害するおそ
れがあることから非開示とする。
・東京都情報公開条例第７条第４号
　印影については偽造等による犯罪の予防のため非開示
とする。

選挙管理委員会事務局
選挙課

決定区分 （根拠規定）条例７条


